
■保土ケ谷駅周辺：経路3

道路特定事業計画書　【生活関連経路Ａ】

 市道保土ケ谷駅浅間線7140号線

岩間町交番交差点～保土ケ谷駅西口交通広場

215m

2020年度～2021年度

【整備方針】

　　課題：　交差点部にJIS規格に適合しない視覚障害者誘導用ブロック(グレー)が設置されている。

　　　　　　　横断歩道部に視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。

　　　　　　　歩道に舗装の劣化、破損と植栽ますの根上がりによる段差が生じている。

　　対策：　JIS 規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックに取替える。

　　　　　　　横断歩道部に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。

　　　　　　　歩道を全面改修する。

【事業内容】

事業量 箇所番号 備考

ｍ

㎡

ｍ 332 1、2

㎡

箇所

箇所

ｍ

箇所

新設 ｍ

改修 ｍ 8 3

新設 箇所 1 12

改修 箇所 11 4～11、13～15

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修

経路誘導の連続敷設

交差点等の部分敷設

その他

排水施設の改修

　　経　   　 路　   　 名

　　事　  業   　区  　間

　　事　  業  　 延 　 長

　　事業実施予定期間

道路構造の改修

勾配の改修

整備項目

歩行空間の確保

平たん部の確保

エプロンブロックの改修

歩道の拡幅

車道の改修

歩道の改修

全面改修

部分改修
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■保土ケ谷駅周辺：経路4

道路特定事業計画書　【生活関連経路Ａ】

 市道保土ケ谷駅浅間線7140号線

岩間町交番交差点～大門通り交差点

320m

2022年度～2023年度

【整備方針】

　　課題：　交差点部にJIS規格に適合しない視覚障害者誘導用ブロック(グレー)が設置されている。

　　　　　　　歩道に舗装の劣化、破損と植栽ますの根上がりによる段差が生じている。

　　対策：　JIS 規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックに取替える。

　　　　　　　歩道を全面改修する。

【事業内容】

事業量 箇所番号 備考

ｍ

㎡

ｍ 640 1～3

㎡

箇所

箇所

ｍ

箇所

新設 ｍ

改修 ｍ

新設 箇所

改修 箇所 7 4～10

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

その他

歩行空間の確保

経路誘導の連続敷設

部分改修

交差点等の部分敷設

歩道の拡幅

道路構造の改修

車道の改修

歩道の改修

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修

勾配の改修

排水施設の改修

全面改修

平たん部の確保

　　経　   　 路　   　 名

　　事　  業   　区  　間

　　事　  業  　 延 　 長

　　事業実施予定期間

整備項目

エプロンブロックの改修
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■保土ケ谷駅周辺：経路5

道路特定事業計画書　【生活関連経路B】

国道1号

保土ケ谷駅東口・バスターミナル出口交差点～昴保育園

285m

2020年度～2023年度

【整備方針】

　　課題：　横断歩道部の視覚障害者誘導用ブロックの位置が適切ではない。

　　　　　　　国道１号のバス停まで視覚障害者誘導用ブロック(線状ブロック)が設置されていない。

　　　　　　　歩道舗装の劣化、破損箇所がある。

　　　　　　　横断歩道部に平たん性が確保されていない。

　　対策：　横断歩道部の視覚障害者誘導用ブロックを適切な位置に改修する。

　　　　　　　横断歩道からバス停まで視覚障害者誘導用ブロック(線状ブロック)を設置する。

　　　　　　　歩道舗装を改修する。

　　　　　　　横断歩道部に平たん部を確保する。

【事業内容】

事業量 箇所番号 備考

ｍ

㎡

ｍ

㎡ 64 1

箇所 2 2～3

箇所

ｍ

箇所

新設 ｍ 46 4

改修 ｍ

新設 箇所

改修 箇所 1 5

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

歩道の部分改修について、旧保土ケ谷県税事務所跡地の建築工事で実施することも含め、
都市整備局と調整が必要である。

排水施設の改修

全面改修

平たん部の確保

勾配の改修

経路誘導の連続敷設

その他

交差点等の部分敷設

エプロンブロックの改修

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修

部分改修

歩道の拡幅

道路構造の改修

車道の改修

歩道の改修

　　経　   　 路　   　 名

　　事　  業   　区  　間

　　事　  業  　 延 　 長

　　事業実施予定期間

整備項目

歩行空間の確保

85



【横浜市建築局都市計画基本図データ（地図情報レベル2500）により作成】

5

事業区間 Ｌ=285m

4

円福寺前

交差点

1

1 ：整備箇所

：経路誘導の連続敷設

保土ケ谷駅

ビーンズ

保土ケ谷東館

3

2

86



■保土ケ谷駅周辺：経路10

道路特定事業計画書　【生活関連経路B】

保土ケ谷駅東口歩道橋

保土ケ谷駅東口～保土ケ谷駅東口交通広場

140m

2020年度～2021年度

【整備方針】

　　課題：　保土ケ谷駅東口歩道橋と保土ケ谷駅東口交通広場の上下移動に対するバリアフリー

     経路がない。

　　対策：　エレベーターとエレベーターへ誘導する視覚障害者誘導用ブロックを設置する。

【事業内容】

事業量 箇所番号 備考

ｍ

㎡

ｍ

㎡

箇所

箇所

ｍ

箇所

新設 ｍ 15 1

改修 ｍ

新設 箇所

改修 箇所

箇所 1 2

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

その他

歩行空間の確保

経路誘導の連続敷設

部分改修

交差点等の部分敷設

エレベーターの新設

歩道の拡幅

道路構造の改修

車道の改修

歩道の改修

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修

勾配の改修

排水施設の改修

全面改修

平たん部の確保

　　経　   　 路　   　 名

　　事　  業   　区  　間

　　事　  業  　 延 　 長

　　事業実施予定期間

整備項目

エプロンブロックの改修
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■保土ケ谷駅周辺：保土ケ谷駅西口交通広場

道路特定事業計画書　【生活関連施設】

保土ケ谷駅西口交通広場

保土ケ谷駅西口交通広場

177m

2020年度～2024年度

【整備方針】

　　課題：　横断歩道部の視覚障害者誘導用ブロックの位置が適切ではない。

　　　　　　　横断歩道部に視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。

　　　　　　　歩道舗装、エプロンブロックの劣化、破損箇所がある。

　　対策：　横断歩道部の視覚障害者誘導用ブロックを適切な位置に改修する。

　　　　　　　横断歩道部に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。　　　

　　　　　　　歩道を全面改修する。

　　　　　　　エプロンブロックを改修する。

【事業内容】

事業量 箇所番号 備考

ｍ

㎡

ｍ 239 1、2

㎡

箇所

箇所

ｍ 4 3

箇所

新設 ｍ

改修 ｍ

新設 箇所 7 4～10

改修 箇所 3 11～13

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

その他

歩行空間の確保

経路誘導の連続敷設

部分改修

交差点等の部分敷設

歩道の拡幅

道路構造の改修

車道の改修

歩道の改修

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修

勾配の改修

排水施設の改修

全面改修

平たん部の確保

　　経　   　 路　   　 名

　　事　  業   　区  　間

　　事　  業  　 延 　 長

　　事業実施予定期間

整備項目

エプロンブロックの改修
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■保土ケ谷駅周辺：保土ケ谷駅東口交通広場

道路特定事業計画書　【生活関連施設】

保土ケ谷駅東口交通広場

保土ケ谷駅東口交通広場

163m

2020年度～2021年度

【整備方針】

　　課題：　JIS規格に適合しない視覚障害者誘導用ブロック(グレー)が設置されている。

　　　　　　 舗装の劣化、破損箇所がある。

　　対策：　JIS 規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックに取替える。

　　　　　　　舗装を全面改修する。

【事業内容】

事業量 箇所番号 備考

ｍ

㎡

ｍ 163 6

㎡

箇所

箇所

ｍ

箇所

新設 ｍ

改修 ｍ 164 1

新設 箇所

改修 箇所 4 2～5

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

バス、タクシーの乗場に合わせて視覚障害者誘導用ブロックを設置する。

その他

歩行空間の確保

経路誘導の連続敷設

部分改修

交差点等の部分敷設

歩道の拡幅

道路構造の改修

車道の改修

歩道の改修

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修

勾配の改修

排水施設の改修

全面改修

平たん部の確保

　　経　   　 路　   　 名

　　事　  業   　区  　間

　　事　  業  　 延 　 長

　　事業実施予定期間

整備項目

エプロンブロックの改修
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